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石川県告示第340号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第50条の２の規定により､ 指定医療機関から､ 次のとおり名称を変更した旨

の届出があった｡

平成23年８月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

石川県告示第341号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第55条において準用する同法第50条の２の規定により､ 指定を受けた施術者

から､ 次のとおり施術所を廃止した旨の届出があった｡

平成23年８月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

平成 23 年８月 16 日 (火曜日) 第１２４１６号石 川 県 公 報 1

告 示

名 称 所 在 地 変更年月日

新 イ オ ン 薬 局 野 々 市 南 店
石川郡野々市町上林４丁目747番地 平成23年３月１日

旧 ジャスコ野々市南店薬局

新 イ オ ン 薬 局 か ほ く 店
かほく市内日角タ25番 〃

旧 ジ ャ ス コ か ほ く 店 薬 局

新 イ オ ン 薬 局 松 任 店
白山市平松町102番１ 〃

旧 ジ ャ ス コ 松 任 店 薬 局

名 称 所 在 地 廃止年月日

川 合 接 骨 院 石川郡野々市町本町５丁目13番16号 平成23年２月５日

平成 23 年 ８ 月 16 日

第 １２４１６ 号 (火曜日)

毎 週 ２ 回 火 曜 金 曜 発 行

告 示
○生活保護法に基づく指定医療機関の名称の変更の届出

(厚生政策課) 1
○生活保護法に基づき指定を受けた施術者の施術所の廃
止の届出 ( 同 ) 1
○生活保護法に基づく指定介護機関の事業所の名称の変
更の届出 ( 同 ) 2
○生活保護法に基づく指定介護機関の居宅介護事業所の
廃止の届出 ( 同 ) 2
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律に基づく指定医療機関の名称
の変更の届出 ( 同 ) 2
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律に基づき指定を受けた施術者
の施術所の廃止の届出 ( 同 ) 2

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律に基づく指定介護機関の事業
所の名称の変更の届出 ( 同 ) 3
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律に基づく指定介護機関の居宅
介護事業所の廃止の届出 ( 同 ) 3

公 告
○特定非営利活動法人の設立認証申請公告 (県民交流課) 3
○特定非営利活動法人の定款変更認証申請公告

( 同 ) 4



石川県告示第342号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により､ 指定介護

機関から､ 次のとおり事業所の名称を変更した旨の届出があった｡

平成23年８月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

石川県告示第343号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により､ 指定介護

機関から次のとおり居宅介護事業所を廃止した旨の届出があった｡

平成23年８月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

石川県告示第344号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (平成６年法律第30号) 第14条第４

項の規定によりその例によることとされる生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第50条の２の規定により､ 指定医療

機関から､ 次のとおり名称を変更した旨の届出があった｡

平成23年８月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

石川県告示第345号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (平成６年法律第30号) 第14条第４

項の規定によりその例によることとされる生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第55条において準用する同法第50条

の２の規定により､ 指定を受けた施術者から､ 次のとおり施術所を廃止した旨の届出があった｡

平成23年８月16日

平成 23 年８月 16 日 (火曜日) 第１２４１６号石 川 県 公 報2

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所 変 更

年月日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 名 称 所 在 地

社会福祉法人 牧羊福祉

会

鳳珠郡穴水町字岩車

６, 27番地２
新
聖頌園デイサービスセン

ター

鳳珠郡穴水町字岩車

６, 27番地２

平成23年

２月１日

旧
特別養護老人ホーム能登

穴水聖頌園

イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区

中瀬１丁目５番地１

新 イオン薬局かほく店 かほく市内日角タ25

番

平成23年

３月１日旧 ジャスコかほく店薬局

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所 廃 止

年月日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 名 称 所 在 地

医療法人社団 仁志会 小松市上小松町丙41

番地１

野々市横宮クリニック 石川郡野々市町横宮

町16番地３

平成23年

３月31日

名 称 所 在 地 変更年月日

新 イ オ ン 薬 局 野 々 市 南 店
石川郡野々市町上林４丁目747番地 平成23年３月１日

旧 ジャスコ野々市南店薬局

新 イ オ ン 薬 局 か ほ く 店
かほく市内日角タ25番 〃

旧 ジ ャ ス コ か ほ く 店 薬 局

新 イ オ ン 薬 局 松 任 店
白山市平松町102番１ 〃

旧 ジ ャ ス コ 松 任 店 薬 局



石川県知事 谷 本 正 憲

石川県告示第346号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (平成６年法律第30号) 第14条第４

項の規定によりその例によることとされる生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２第４項において準用する

同法第50条の２の規定により､ 指定介護機関から､ 次のとおり事業所の名称を変更した旨の届出があった｡

平成23年８月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

石川県告示第347号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (平成６年法律第30号) 第14条第４

項の規定によりその例によることとされる生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２第４項において準用する

同法第50条の２の規定により､ 指定介護機関から､ 次のとおり居宅介護事業所を廃止した旨の届出があった｡

平成23年８月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

特定非営利活動法人の設立認証申請公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定により､ 特定非営利活動法人の設立の認証の申

請があった｡

平成23年８月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 申請のあった年月日

平成23年７月29日

２ 特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 一ノ新会

３ 代表者の氏名

平成 23 年８月 16 日 (火曜日) 第１２４１６号石 川 県 公 報 3

名 称 所 在 地 廃止年月日

川 合 接 骨 院 石川郡野々市町本町５丁目13番16号 平成23年２月５日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所 変 更

年月日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 名 称 所 在 地

社会福祉法人 牧羊福祉

会

鳳珠郡穴水町字岩車

６, 27番地２
新
聖頌園デイサービスセン

ター

鳳珠郡穴水町字岩車

６, 27番地２

平成23年

２月１日

旧
特別養護老人ホーム能登

穴水聖頌園

イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区

中瀬１丁目５番地１

新 イオン薬局かほく店 かほく市内日角タ25

番

平成23年

３月１日旧 ジャスコかほく店薬局

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所 廃 止

年月日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 名 称 所 在 地

医療法人社団 仁志会 小松市上小松町丙41

番地１

野々市横宮クリニック 石川郡野々市町横宮

町16番地３

平成23年

３月31日

公 告



内田 新一郎

４ 主たる事務所の所在地

金沢市涌波１丁目７番40号

５ 定款に記載された目的

この法人は､ 高齢者や障害者等に対して､ 地域で自立した生活を営んでいくために必要な事業を行い､ 地域社会

の福祉の増進を図り､ 広く公益に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動法人の定款変更認証申請公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第３項の規定により､ 特定非営利活動法人の定款変更の認証

の申請があった｡

平成23年８月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 申請のあった年月日

平成23年７月29日

２ 特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 白山コアラ

３ 代表者の氏名

内田 晴久

４ 主たる事務所の所在地

白山市千代野東六丁目19番地６

５ 定款に記載された目的

この法人は､ 高齢者・障害者及びその家族に対して､ 介護保険法に基づく居宅サービス事業､ 障害者自立支援法

に基づく障害福祉サービス事業等を行い､ 地域社会の福祉の増進を図り､ 広く公益に寄与することを目的とする｡

平成 23 年８月 16 日 (火曜日) 第１２４１６号石 川 県 公 報4

(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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